
年度
18 土地購入費 39,151
19 土地購入費 38,476

機械警備委託費 98
20 土地購入費 37,801

電気設備保守点検 137
機械警備委託費 98

21 土地購入費 37,126
光熱費他施設管理費 1,043

22 土地購入費 184,053
光熱費他施設管理費 1,173

23 光熱費他施設管理費 714
24 光熱費他施設管理費 695
25 光熱費他施設管理費 705

（単位：千円）

総
合
家
畜
市
場
隣
地
の

町
有
地
（｢

結
の
里
」
敷

地
）
約
２
１
，
６
７
９
㎡

と
木
造
平
屋
の
建
物
が
、

合
わ
せ
て
５
，
５
０
１
万

円
で
売
却
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

「
活
性
化
施
設
」
と
し

て
の
利
活
用
に
固
執
し
、

借
り
手
も
見
つ
か
ら
な
い

ま
ま
、
左
記
の
と
お
り
維

持
管
理
費
だ
け
が
毎
年
支

出
さ
れ
続
け
て
い
た
も
の

で
す
。

表
に
も
あ
る
と
お
り
、

22
年
度
に
繰
り
上
げ
償
還

（
問
）

保
育
所
の
本
年
度

の
受
け
入
れ
状
況
と
保
育

士
の
配
置
状
況
は
ど
う
か
。

（答
）

（
受
け
入
れ
状
況
）

４
月
１
日
現
在
で
小
牛

田
保
育
所
百
五
人
、
分
園

42
人
、
南
郷
保
育
園
43
人
。

６
月
１
日
現
在
の
待
機

児
童
は
、

小
牛
田
保
育
所
ゼ
ロ
歳

児
５
人
、
１
歳
児
１
人
、

２
歳
児
１
人
、
計
７
人
。

南
郷
保
育
園
１
歳
児
２

人
、
２
歳
児
１
人
、
合
わ

せ
て
３
人
。
合
計
10
人

（
職
員
配
置
）

小
牛
田
保
育
所
、

ゼ
ロ
歳
児
正
職
員
１
人
、

非
常
勤
職
員
５
人
、

１
歳
児
正
職
員
１
人
、
非

常
勤
職
員
３
人
。

２
歳
児
正
職
員
１
人
、
非

常
勤
職
員
２
人
、

３
歳
児
正
職
員
１
人
、
非

常
勤
職
員
２
人
、

４
歳
児
、
５
歳
児
正
職
員

そ
れ
ぞ
れ
１
人
、
フ
リ
ー

と
し
て
５
人
の
非
常
勤
職

員
。分

園
は
、
１
歳
児
正
職

員
１
人
、
非
常
勤
職
員
が

３
人
、

２
歳
児
正
職
員
１
人
、
非

常
勤
職
員
が
５
人
、
フ
リ
ー

と
し
て
非
常
勤
職
員
が
４

人
。南

郷
保
育
園
は
、
ゼ
ロ

歳
児
正
職
員
１
人
、
非
常

勤
職
員
が
２
人
、

１
歳
児
正
職
員
１
人
、
非

常
勤
職
員
２
人
、

２
歳
児
正
職
員
１
人
、
非

常
勤
職
員
２
人
、
フ
リ
ー

と
代
替
え
が
３
人
。

預
か
り
に
非
常
勤
職
員
が

１
人
。

（
問
）

ほ
と
ん
ど
各
ク
ラ

ス
は
正
規
が
１
人
、
そ
の

２
～
３
倍
か
多
い
と
こ
ろ

は
５
倍
の
非
正
規
職
員
が

対
応
し
て
い
る
。
正
職
員

を
要
求
し
て
い
る
が
、
こ

の
間
の
待
遇
の
改
善
な
ど

の
対
策
は
。

（
答
）

非
常
勤
保
育
士
の

賃
金
は
、
時
間
給
千
円
が

千
百
円
に
。

労
働
時
間
、
６
時
間
を
７

時
間
に
引
き
上
げ
て
月
給

制
と
し
た
。

月
給
制
で
13
万
千
円
だ
っ

た
も
の
を
16
万
千
七
百
円

に
引
き
上
げ
た
。

（
問
）

現
在
の
課
題
は
。

（
答
）

小
牛
田
保
育
所
分

園
１
歳
児
、
保
育
士
２
人

確
保
で
き
れ
ば
６
人
、
南

郷
保
育
園
ゼ
ロ
歳
児
、
保

育
士
２
人
確
保
で
き
れ
ば

３
人
受
け
入
れ
可
能
で
、

合
わ
せ
て
９
人
の
待
機
児

童
の
解
消
が
図
ら
れ
る
。

（
問
）

３
歳
児
の
保
育
士

の
配
置
基
準
が
20
対
１
を

15
対
１
に
改
善
す
る
国
の

予
算
が
計
上
さ
れ
た
。

初
は
民
間
保
育
所
と
い

う
提
起
だ
っ
た
が
、
国
会

の
政
府
参
考
人
の
答
弁
で
、

公
立
保
育
所
に
も
及
ぶ
、

と
総
務
省
を
通
じ
て
全
自

治
体
に
通
知
し
て
あ
る
と

あ
っ
た
が
ど
う
か
。

（
答
）

３
月
31
日
付
で
、

内
閣
府
文
部
科
学
省
厚
労

省
か
ら
施
設
型
給
付
費
に

係
る
処
遇
改
善
加
算
に
つ

い
て
通
知
文
書
が
来
て
い

る
が
公
立
は
入
っ
て
い
な

い
。
私
立
の
み
と
な
っ
て

い
る
。

（
問
）

南
郷
幼
稚
園
、
保

育
園
は
平
成
31
年
度
ま
で

認
定
こ
ど
も
園
に
移
行
を

目
指
す
が
、
幼
稚
園
使
用

料
と
保
育
料
の
関
係
は
ど

う
検
討
さ
れ
て
い
る
か
。

国
の
考
え
方
で
は
幼
保
連

携
型
と
な
れ
ば
、
幼
稚
園

の
使
用
料
が
適
用
さ
れ
る

と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。
そ
う
な
れ
ば
、
所

得
や
家
庭
の
条
件
に
応
じ

て
保
育
料
が
設
定
さ
れ
て

い
る
も
の
が
四
千
五
百
円

の
入
園
料
と
月
々
五
千
円

の
幼
稚
園
使
用
料
と
い
う

一
本
の
料
金
に
な
っ
て
し

ま
う
こ
と
に
な
る
が
。

（
答
）

ま
だ
保
育
料
は
具

体
的
に
幾
ら
に
す
る
か
検

討
し
て
い
な
い
。

＊
＊
＊

正
職
員
が

全
ク
ラ
ス
に

低
一
名
は

配
置
さ
れ
る

ま
で
に
は
な

り
ま
し
た
が
、

非
正
規
職
員

の
比
率
が
高

い
現
実
は
依

然
と
し
て
続

い
て
い
ま
す
。

職
場
の
和

を
高
め
子
ど

も
た
ち
に
気

持
ち
よ
く
接

し
て
も
ら
う

た
め
に
は
、

格
差
の
解
消

は
大
切
で
す
。

国
は
公
的

責
任
を
回
避

し
よ
う
と
の

動
き
を
強
め

て
い
ま
す
。

＊
＊
＊
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お
元
気
で
す
か
。

６
月
定
例
議
会
は
16
日
か
ら
18
日
ま

で
の
三
日
間
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

安
倍
政
権
は
、
大
方
の
憲
法
学
者
が

｢

違
憲
」
と
判
断
し
て
い
る
「
安
保
法
制
」

な
る
も
の
を
国
民
世

論
無
視
し
て
ま
で
も

強
行
し
よ
う
と
し
て

い
ま
す
。

昨
年
７
月
に
解
釈

改
憲
に
つ
な
が
る
閣
議
決
定
し
た
と
き

に
引
き
続
き｢

廃
案
」
を
求
め
る
意
見
書

を
採
択
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

涌
谷
町
、
大
崎
市
、
栗
原
市
、
登
米

市
な
ど
も
政
府
に
対
し
意
見
書
を
提
出

し
ま
し
た
。

今
回
も
「
議
会
だ
よ
り
」
と
合
わ
せ

て
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

美
里
町
議
会
議
員

我

妻

薫

し
た
た
め
、
購
入
費
は
23

年
度
以
降
は
な
く
な
っ
て

い
ま
し
た
。

不
動
産
鑑
定
に
か
け
た

う
え
で
の
時
価
に
よ
る
売

却
価
格
と
な
っ
た
た
め
、

１
㎡
あ
た
り
、
約
１
，
８

０
０
円
ほ
ど
安
く
な
っ
て

い
ま
す
。

購
入
し
た
と
き
は
、
翌

年
の
税
金
負
担
も
考
慮
し

た
価
格
と
言
わ
れ
、
１
反

歩
４
３
０
万
円
で
し
た
。

家
畜
市
場
の
隣
の｢

ス

テ
ー
キ
ハ
ウ
ス
」
と
い
う

無
理
な
「
夢
」
の
結
果
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。



戦
後
七
十
年
、
日
本
の

歩
ん
で
き
た
平
和
路
線
が

大
き
く
変
え
ら
れ
よ
う
と

し
て
い
ま
す
。

昨
年
７
月
の
「
集
団
的

自
衛
権
行
使
を
可
能
と
す

る
閣
議
決
定
反
対
」
に
続

い
て
、
左
記
内
容
の
２
法

案
の
「
廃
案
を
求
め
る
意

見
書
」
を
提
出
し
採
択
さ

れ
ま
し
た
。

「
法
案
」
は
実
質
11
本

の
法
案
を
２
つ
に
し
、
一

括
審
議
採
択
す
る
と
い
う

無
茶
苦
茶
な
も
の
で
す
。

７
月
15
日
に
与
党
に
よ
る

強
硬
採
決
さ
れ
参
議
院
に

送
ら
れ
ま
し
た
が
、
写
真

に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
反

対
と
抗
議
の
声
が
全
国
各

地
で
大
き
く
巻
き
起
こ
っ

て
い
ま
す
。

憲
法
学
者
の
ほ
と
ん

ど
が
「
違
憲
」
と
断
じ
、

そ
の
他
多
く
の
学
者
が

声
を
上
げ
は
じ
め
、
左

記
の
声
明
書
の
京
都
大

学
を
は
じ
め
全
国
の
大

学
で
も
教
職
員
と
学
生

が
立
ち
上
が
っ
て
い
ま

す
。安

倍
首
相
は
、
「
意

の
ま
ま
に
な
る
」
と
信

じ
て
い
る
フ
ジ
テ
レ
ビ

を
使
っ
て
国
民
に
説
明

し
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、

首
相
補
佐
官
が
高
校
生
に

や
り
込
め
ら
れ
た
と
同
じ

「
消
火
」
に
例
え
た
説
明

を
行
い
、
一
層
ひ
ん
し
ゅ

く
を
買
っ
て
い
ま
す
。

「
火
を
消
し
」
に
行
く
こ

と
と
「
人
の
殺
し
合
い
」

に
行
く
こ
と
を
同
列
に
考

え
て
い
る
の
で
す
。

１９５１年１２月７日第３種郵便物認可 ＴＨＥ ＳＨＡＫＡＩ ＳＩＭＰＯＵ ２０１５年 ７月号外

☆

前
回
も
書
き
ま
し
た

が
、
ア
ベ
政
権
は
戦
争
を

早
く
し
た
が
っ
て
い
る
よ

う
に
見
え
て
し
か
た
あ
り

ま
せ
ん
。

★

フ
ジ
テ
レ
ビ
で
は
コ
メ

ン
テ
ー
タ
ー
に
「裸
の
総
理
」

と
ま
で
評
さ
れ
て
い
た
よ

う
で
す
。

☆

自
民
党
の
若
手
な
ど

は
「
公
認
権
」
が
怖
く
て

「
裸
で
す
」
と
い
え
な
い
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

★

「
改
憲
論
者
」
で
も
あ

る
小
林
節
教
授
も
、
自
民

党
が
推
薦
し
た
長
谷
部
教

授
も
今
回
の
法
案
は
「
違

憲
」
と
断
じ
た
の
で
す
。

☆

報
道
に
も
露
骨
に
介

入
す
る
政
府
、
自
民
党
の

態
度
も
あ
ら
た
め
ら
れ
て

い
ま
せ
ん
。

い
や
政
府
に
た
て
つ
く
報

道
は
許
せ
な
い
、
と
本
当

に
考
え
て
い
る
国
会
議
員

が
多
い
よ
う
に
さ
え
感
じ

ら
れ
ま
す
。

★

立
憲
主
義
も
わ
か
ら

な
い
人
た
ち
が
「
国
家
の

た
め
に
」
と
権
力
を
振
り

回
し
た
ら
、
「
元
来
た
道
」

を
ま
た
歩
む
こ
と
に
な
り

ま
す
。

「国際平和支援法案」及び「平和安全法制整備法案」

の廃案を求める意見書（案）

政府は第１８９回通常国会に、「国際平和支援法案」

と「平和安全法制整備法案」の２法案を提出しました。

国際平和支援法案は、多国籍軍等の戦争を自衛隊が随

時支援できるようにするための恒久法であり、平和安

全法制整備法案は集団的自衛権の行使を可能とするた

めの自衛隊法改正案など１０法案を一括したものです。

いずれも自衛隊の武力行使の条件を整備し、これま

で自国防衛以外の目的に行使できなかった自衛隊の力

を、米国等の求めに応じて自由に行使できるようにす

るものです。戦争を放棄し、戦力の不保持を定めた憲

法に反することは明らかです。

政府は長年にわたって「憲法第９条下において許容

されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必

要最小限度の範囲にとどまるべき」として、集団的自

衛権の行使や他国軍の武力行使との一体化を憲法違反

としてきました。

今回の２法案は、平和憲法下のわが国の基本政策を転

換し、戦争を放棄した平和国家日本のあり方を根本か

ら変えるものであり、国会における参考人をはじめ多

くの憲法学者が｢違憲｣と判断していることなど、とう

てい国民の合意を得られるものではありません。

よって、解釈改憲に通じる集団的自衛権の行使を容

認する閣議決定を速やかに撤回し、２法案の制定を断

念することを強く求めます。

以上、地方自治法第９９条の規定により、

意見書を提出します。


